
目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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（火曜日・金曜日）

　　　　　　　　　　規　　　　　　　則

　

　高知県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第57号

　　　高知県事務処理規則の一部を改正する規則

　高知県事務処理規則（平成15年高知県規則第44号）の一部を次のように改正する。

　別表第 1の12の( 2 )の項を次のように改める。

�

�

�

�

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。�

�

�

　高知県鳥獣保護及び狩猟規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第58号

　　　高知県鳥獣保護及び狩猟規則の一部を改正する規則

　高知県鳥獣保護及び狩猟規則（平成15年高知県規則第69号）の一部を次のように改正する。

　第 8条中「第56条」を「第56条（対象鳥獣捕獲員（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の

ための特別措置に関する法律（平成19年法律第134号）第 9 条第 5 項の規定により読み替えて適用

される法第56条に規定する対象鳥獣捕護員をいう。第11条第 1 項において同じ。）にあっては、同

法第 9条第 5項の規定により読み替えて適用される法第56条）」に改める。

　第11条第 1 項中「、狩猟者登録証若しくは」を「の交付を受けた者にその住所若しくは氏名の変

更があった場合の法第46条第 1 項の規定による届出、狩猟者登録証の交付を受けた者にその住所若

しくは氏名の変更があった場合若しくは対象鳥獣捕獲員となったとき、対象鳥獣捕獲員でなくなっ

たとき若しくは所属市町村（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する

法律第 9条第 5項の規定により読み替えて適用される法第56条に規定する所属市町村をいう。）の

変更があった場合の法第61条第 4 項若しくは同法第 9条第 5項の規定により読み替えて適用される

法第61条第 4 項の規定による届出、」に改め、「法第46条第 1 項若しくは第61条第 4 項又は」を削

る。

　第15条第 1号中「、カワウ」を削る。

　別記第 9号様式中�

「

�

�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　目　　次

規　則�

　◎高知県事務処理規則の一部を改正する規則�

　◎高知県鳥獣保護及び狩猟規則の一部を改正する規則�

告　示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○青少年に有害ながん具刃物類の指定　（こ ど も 課）�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 6・25掲示〉�

　○平成20年度自衛官（二等陸士、二等海

　　士及び二等空士）の募集期間等　　　（危機管理課）

　○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑�

　　な帰国の促進及び永住帰国後の自立の�

　　支援に関する法律による指定医療機関

　　の廃止の届出　　　　　　　　　　　（福祉指導課）

公　告�

　○社団法人全国公営住宅火災共済機構の

　　平成19年度の経営状況の公表　　　　（管　財　課）

　○土地改良区の役員の就退任　　　　　（農業基盤課）

　○土地改良区の定款変更の認可　　　　（　　〃　　）

高知県選挙管理委員会告示

　◎告示（その病院の長、老人ホームの長、身体障害者支

　　援施設の長及び保護施設の長を不在者投票管理者とす

　　る施設の指定）の一部改正　　　　　〈 6・16掲示〉

高知県収用委員会公告

　○公示による通知
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( 2 )　歳出予算の流用に関�

　すること。

○ 財政課長

※登録番号

�

※狩猟免許

�

※損害の賠償※整理番号
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に改める。

　　　附　則�

　この規則は、公布の日から施行する。

を

「�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」�

に、「受けたいので」を「受けたいので、」に改め、同様式裏面中�

「�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」�

を�

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」�

に改める。

　別記第12号様式中「代表者の氏名）変更届」を「代表者の氏名・対象鳥獣捕獲員であるか否か

の別・所属市町村）変更届」に、「変更した」を「変更した（対象鳥獣捕獲員になった・対象鳥

獣捕獲員でなくなった・所属市町村の変更があった）」に、「第12項」を「第12項・鳥獣による農

林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第 9 条第 5 項の規定により読み替えて

適用される鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第61条第 4項」に、�

「�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」�

を

「�

�

�

�

�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

レ

レ

※整理番号

そ　 の 　他

変　 更　 後

変　 更　 後

そ　 の 　他

※登録番号

�

※狩猟免許

�

※損害の賠償

�

※対象鳥獣捕

　獲員である

　か否かの別�所属市町村名（　　　　　　　　）

( 7 )　対象鳥獣捕獲員である場合は、□に　印を付し、かつ、所属市町村名を記載してく

　ださい。

　□　対象鳥獣捕獲員になった　　　□　対象鳥獣捕獲員でなくなった

（該当する場合は、□に　印を付してください。）

　□　対象鳥獣捕獲員　　所属市町村名（　　　　　　　　　　　　　　　）
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　　　　　　　　　　告　　　　　　　示�

�

高知県告示第422号

　高知県青少年保護育成条例（昭和52年高知県条例第32号）第14

条第 1 項の規定により、青少年に有害ながん具刃物類として次の

とおり指定する。

　　平成20年 6 月25日（掲示済）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

高知県告示第436号

　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条及び第117条

第 1 項並びに第118条の規定により、自衛官（二等陸士、二等海

士及び二等空士）の募集期間等を次のとおり告示する。

　　平成20年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

　1 　男子（平成21年 3 月及び 4月採用）

　( 1 )　募集期間

　　　随時（それぞれの試験期日の前日まで（最終期限は、平成

　　20年10月 1 日（水）））

　( 2 )　試験期日

　　　平成20年 9 月18日（木）

　　　平成20年 9 月25日（木）

　　　平成20年10月 2 日（木）

　( 3 )　試験場の位置及び名称

　　　高知市桟橋通六丁目 7－43　高知県総合保健協会

　2 　女子（平成21年 3 月及び 4月採用）

　( 1 )　募集期間

　　　平成20年 8 月 1 日（金）から同年 9月10日（水）まで

　( 2 )　試験期日

　　　平成20年 9 月29日（月）

　( 3 )　試験場の位置及び名称

　　　高知市永国寺町 5 －15　高知県立高知女子大学永国寺キャ

　　ンパス

　3 　問い合わせ先

　　自衛隊高知地方協力本部

　　電話番号088－822－6128

　　ホームページアドレス　http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

高知県告示第437号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の 2 及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第30号）においてその例によるものとされた

生活保護法第50条の 2 の規定により、指定医療機関の廃止につい

て次のとおり届出があった。

　　平成20年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾﨑　正直

医療機関の名称　　所　　　　 在 　　　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃 止 年 月 日

高知調剤株式会　須崎市東古市町 1－26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平20・ 5 ・31

社高知調剤古市

薬局�

�

　　　　　　　　　　公　　　　　　　告�

�

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第263条の 2 第 3 項の規定

により、社団法人全国公営住宅火災共済機構の平成19年度の経営

状況を次のとおり公表する。

　　平成20年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

　1 　事業実績

　　加入都道府県市区町村会員数　　　　　　　　　　　 705

　　加入戸数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 859,724戸

　　共済委託契約金額　　　　　　　　　 7,697,366,667,000円

　　火災共済掛金　　　　　　　　　　　　　 1,031,110,956円

　　被災戸数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476戸

　　火災共済給付金　　　　　　　　　　　　　 464,773,477円

　　特定給付金　　　　　　　　　　　　　　　　23,027,276円

　　復興建築助成戸数　　　　　　　　　　　　　　　　 207戸

　　復興建築助成金　　　　　　　　　　　　　　76,049,072円

　　住宅災害見舞戸数　　　　　　　　　　　　　　　 1,117戸

　　住宅災害見舞金　　　　　　　　　　　　　　27,290,000円

　　住宅防火施設整備補助会員数　　　　　　　　　　　 256

　　住宅防火施設整備補助金　　　　　　　　　 137,924,600円

　2 　収支計算

　( 1 )　収入

　　　火災共済掛金収入　　　　　　　　　　 1,031,110,956円

　　　建物管理の部収入　　　　　　　　　　　　44,148,075円

　　　その他の収入 　　　　　　　　　　　　　192,206,070円

　　　当期収入合計（Ａ） 　　　　　　　　　1,267,465,101円

　　　前期繰越収支差額　　　　　　　　　　　 602,835,058円

　　　収入合計（Ｂ） 　　　　　　　　　　　1,870,300,159円

　( 2 )　支出

　　　事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　880,538,245円

　　　管理費 　　　　　　　　　　　　　　　　146,707,546円

　　　建物管理費　　　　　　　　　　　　　　　20,796,078円

　　　特定資産等取得支出 　　　　　　　　　　171,662,874円

　　　当期支出合計（Ｃ） 　　　　　　　　　1,219,704,743円

　　　当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）　　　　　　　47,760,358円

　　　次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ）　　　　 650,595,416円

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、南国市田村堰井筋土地改良区から次のとおり退任及び就任し

た役員の届出があった。

  　平成20年 7 月 1 日

  　　               　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事  尾﨑　正直  �

　役名      氏　名  　    住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所

（退任）

　理事    大畠　幸男　南国市蔵福寺島　 268－ 2

　〃      秦泉寺公彦  〃    立田  　　2143

　〃      岡本　忠雄  〃    田村　　乙 888

　〃      末政　則幸  〃    〃      乙1115

　〃      森　　尚武  〃    〃  　　甲 113－ 2

　〃      濵田　昌顯  〃    物部　　    69

　〃      大原　正美　〃    前浜  　　2172

　〃      濱田　義喜  〃    〃  　　   363

　〃      大原　義彦  〃    〃        2193－ 1

　〃      溝渕　延行　〃    浜改田     409

  監事    濱田　重彦  〃    前浜　　　 297

　〃      　宗　俊雄  〃    田村　　乙1835

（就任）

　理事    大畠　幸男　南国市蔵福寺島　 268－ 2

　〃      秦泉寺公彦  〃    立田  　　2143

　〃      岡本　忠雄  〃    田村　　乙 888

　〃      末政　則幸  〃    〃      乙1115

　〃      森　　尚武  〃    〃  　　甲 113－ 2

　〃      島内　久夫  〃    物部　　   877

　〃      池　正二郎　〃    前浜  　　2057－ 4

　〃      松下　明彦  〃    〃  　　   294

　〃      大原　義彦  〃    〃        2193－ 1

　〃      浜口　正憲　〃    浜改田     398－ 1

  監事    濱田　重彦  〃    前浜　　　 297

　〃      　宗　俊雄  〃    田村　　乙1835�

�

�

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、野市下井堰土地改良区の定款の変更を平成20年 6 月18日に認

可した。

しのぎ

　　名称

�

ダガーナイフ

　　形状及び構造

�

鎬を中心として左右が

対称な両刃の刃体を有

するナイフで、刃体の

先端部が著しく鋭いも

の

　　 指定理由�

人の生命又は身体に

危害を及ぼし、青少

年の健全な育成を阻

害するおそれがある

ため
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　　平成20年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直 　　　　　　　　　　選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第41号

　平成18年12月高知県選挙管理委員会告示第102号（その病院の長、老人ホームの長、身体障害者

支援施設の長及び保護施設の長を不在者投票管理者とする施設の指定）の一部を次のように改正す

る。

　　平成20年 6 月16日（掲示済）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県選挙管理委員会委員長　淺野　正倫

　　2 　老人ホームの表中�

「�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」�

を

「�

�

�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」�

に改める。�

　　　

特別養護老人ホームうららか春陽荘　　　高知市春野町西分4660番地

特別養護老人ホームうららか春陽荘�　　 高知市春野町西分4660番地

�

軽費老人ホームケアハウス集家          高知市円行寺52番地13
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�

　　　　　　　　　　収 用 委 員 会 公 告

　土地収用法（昭和26年法律第219号）第46条第 2 項の規定によ

る次の書面は、高知県収用委員会事務局において保管しているの

で、次の者は、出頭の上その交付を受けてください。

　なお、当該書面を受領しないときは、平成20年 7 月 9 日をもっ

て同項の規定による通知があったものとみなされます。

　　平成20年 7 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県収用委員会会長　岡村　直彦

　1 　書面の種類

　　平成20年 6 月11日付け現地調査の実施及び審理の開催につい

　ての通知書

　2 　書面の交付を受ける者の住所及び氏名

　　高知市春野町西畑字本割1524番14の土地の所有者のうち次の

　者

　　　居所不明。ただし、住民票住所

　　　　広島県呉市川尻町東一丁目13番25－204号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳能　洋一

�


	目次
	規則
	◎高知県事務処理規則の一部を改正する規則
	◎高知県鳥獣保護及び狩猟規則の一部を改正する規則

	告示
	○青少年に有害ながん具刃物類の指定 
	○平成20年度自衛官（二等陸士、二等海士及び二等空士）の募集期間等
	○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止の届出 

	公告
	○社団法人全国公営住宅火災共済機構の平成19年度の経営状況の公表
	○土地改良区の役員の就退任
	○土地改良区の定款変更の認可

	高知県選挙管理委員会告示
	◎告示（その病院の長、老人ホームの長、身体障害者支援施設の長及び保護施設の長を不在者投票管理者とす る施設の指定）の一部改正

	高知県収用委員会公告
	○公示による通知


